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（前文） 

鴻巣市は、埼玉県のほぼ中央部に位置しています。 

その歴史は古く、約２０，０００年前の旧石器時代まで、遡ることができます。 

江戸時代に入って中山道が定められると、交通の要衝となり、県内屈指の宿場と

して繁栄し、また、旅人が休息する間
あい

の 宿
しゅく

としても栄えました。 

そして同時代には、人形作りが始められるとともに新田開発も進み、伝統工芸と

美しく豊かな田園が、今日に受け継がれています。 

鴻巣市は、まちづくりを支える「人」、全国に誇る「花」、河川や田園風景に代

表される「緑」など、貴重な財産を有しています。 

こうした先人たちの築き上げてきた豊かで恵まれたまちを次の世代へと引き継

いでいくため、市民及び市を挙げて、市民自治の実現を目指します。 

そもそも、まちづくりの主役は市民であり、市民が主体であります。市民は、自

らのために、決定し、行動し、その成果を享受するとともに、その責任も市民自ら

が負うものです。 

一方、まちづくりが、広域にわたったり、大規模なものであったり、高い専門性

を有することなどから、個々の市民自らの努力はもとより、地域を中心とする多く

の市民が共に助け合ってもなお、解決が容易ではない課題が存在することも事実

です。 

そのため、市民は、必要な財源を負担し、それらの課題の解決を市に信託し、市

は、それぞれの果たすべき役割、与えられた権限及びその責任を十分に自覚し、市

民の信託に応えなければなりません。 

市民及び市は、この基本理念を尊重し、情勢の変化に適応した市民自治が確立さ

れるよう、不断の努力を重ねていきます。 

ここに、安全・安心を基盤とし、豊かで活力のある鴻巣市を築いていくため、こ

の条例を制定します。 

【解説】 

前文は、この条例全体の基本的な考え方を示すものとして設けました。 

前段では、本市の地理的位置と歴史的な背景について述べるとともに、まちづくり

の根幹となる財産「人」「花」「緑」について触れました。 

また、後段では市民自治の基本理念について述べています。
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における自治の基本原則を明らかにし、市民の権利及び

責務並びに市の責務並びにまちづくりに関する制度、仕組みその他の基本的事

項を定めることにより、参加及び協働によるまちづくりの推進を図り、もって活

力に満ちた暮らしやすいまちを実現することを目的とする。 

 

【解説】 

この条例は、今まで明文化されていなかった自治の基本原則を定める条例です。 

市民、議会、市長その他の執行機関（議会と市長その他の執行機関は「市」と表現

しています。）が、参加と協働によるまちづくりを推進していくための基本的な考え

と、それを実現していくための制度や仕組みなどを定めることにより、暮らしやすい

まちを実現することを目的としています。 
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（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 市民 市内に住所を有する個人をいう。 

⑵ 事業者等 市内で事業その他の活動を行う個人又は法人その他の団体及び

市内に通勤し、又は通学する個人をいう。 

⑶ まちづくり 住みよい、豊かで活力のあるまちをつくるためのすべての公

共的活動をいう。 

⑷ 参加 市の施策について、計画、実施、評価等に主体的に加わることをいう。 

⑸ 協働 市民及び市が、それぞれの役割と責任の下、対等な立場で連携し、及

び協力することをいう。 

⑹ 市 議会及び市長その他の執行機関をいう。 

 

【解説】 

この条例を正しく運用していくためにどのような意味でその用語を用いるかを定

めたものです。 

 

１ 第１号関係 「市民」とは、市内に住所を有する個人をいいます。 

 

２ 第２号関係 「事業者等」とは、市内で事業その他の活動を行う個人又は団体と

市内に通勤又は通学する個人をいい、「市内で事業その他の活動を行う個人又は団

体」には、市内に事務所を有しているか否かにかかわらずボランティアやＮＰＯな

ど活動を行う個人又は団体も含まれます。 

 

３ 第３号関係 「まちづくり」は、道路などのハード面だけではなく、福祉や環境

などのソフト面を含めて暮らしやすい、豊かで活力のあるまちをつくるすべての

公共的活動をいいます。 
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４ 第４号関係 この条例では、「参加」は計画の立案に加わることを意味する「参

画」を含む意味で使用します。一般的に、「参画」よりも「参加」という言葉のほ

うが市民に馴染みがあるため「参加」という言葉を使用します。 

 

５ 第５号関係 市民及び市が、それぞれの役割や責任の下で、対等な立場で連携し

協力することが、より暮らしやすいまちづくりを実現するためには必要です。「協

働」はそのような活動を行うことをいいます。 

 

６ 第６号関係 「市」は、市の議決機関である議会と市の執行機関である市長、教

育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価

審査委員会をいいます。 
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第２章 基本原則 

（基本原則） 

第３条 市民及び市は、それぞれが持つまちづくりに関する情報について共有す

ることを原則とする。 

２ 市長その他の執行機関は、市民に参加の機会の充実を図ることを原則とする。 

３ 市民及び市は、それぞれの立場を理解して信頼関係を深め、協働によるまちづ

くりを推進することを原則とする。 

 

【解説】 

 本市の自治の基本原則として、情報の共有、市政への参加、協働によるまちづくり

の三つを明らかにしました。 

 

１ 第１項関係 情報の共有の原則 

市民と市が、対等な立場で協力してまちづくりを進めるためには、情報の共有は

欠かすことができずお互いの信頼関係が構築されていることが必要です。 

市民がまちづくりに参加するためには、市が保有する情報を市民に分かりやすく

提供することが不可欠であり、市民もまた自らが保有している情報を市に提供する

ことが必要になります。 

 

２ 第２項関係 参加の原則 

参加によるまちづくりは、市民主役によるまちづくりに不可欠な原則であります。

そのためには、形式的な参加ではなく、実質的に市民に参加の機会の充実を図るも

のでなくてはなりません。 

 

３ 第３項関係 協働の原則 

市民と市が自らの役割を自覚し、対等な立場で互いに協力して取り組んでいくこ

とが、これからのまちづくりには欠かせません。 
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第３章 市民の権利及び責務 

（市民の権利） 

第４条 市民は、市が保有する情報を知る権利を有する。 

２ 市民は、まちづくりの主体として参加する権利を有する。 

 

【解説】 

「情報を知る権利」と「まちづくりに参加する権利」は、これからのまちづくりに

市民が加わる上で欠かせないものであります。 

また、市民は全ての公共的な活動の主体として情報を知る権利と同様例外を除いて

は、市政に参加することができることとしました。 

 

１ 第１項関係 「情報を知る権利」とは、市政に関する情報で情報公開条例の対象

となる全ての市政情報をいいます。しかし、同時に個人や法人の権利利益を損なう

恐れのある市政情報等は、適正な管理の下取り扱われることになります。 

  本市では、適正な情報の公開や管理のルールを定めた鴻巣市情報公開条例（平成

１３年鴻巣市第条例第４号）及び鴻巣市個人情報保護条例（平成１８年鴻巣市条例

第１号）に基づき知る権利と個人情報の保護を図っています。 

 

２ 第２項関係 まちづくりの主体として市政に参加できることを規定しています。 

 市民が参加するためには、この条例に定める個々具体的に規定されているもののほ

か第１３条第２項で定める「参加によるまちづくりを推進するに当たり、市民が

様々な参加の機会を得られるよう、必要な措置を講ずるものとする」を実現するた

め、市は各事業にあった市民参加の機会を設けることが必要になります。 
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（市民の責務） 

第５条 市民は、主体的にまちづくりに加わり、自らが持つ経験、知識及び能力を

活用して、まちづくりに取り組むよう努めるものとする。 

２ 市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、自らの発言と行動に責任を持

つものとする。 

 

【解説】 

 市民主体のまちづくりを進める上で、市民に求められることを定めています。 

 

１ 第１項関係 市民には、施策の計画、実施、評価等の過程で主体的にまちづくり

に加わることが求められます。 

  また、加わる場合は、自らが持つ経験、知識及び能力を活用してより良いまちづ

くりのために取り組むことが求められます。 

 

２ 第２項関係 まちづくりに加わるに当たっては、自らの発言と行動には責任を持

つことを定めています。 
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第４章 議会及び議員の責務 

（議会の責務） 

第６条 議会は、意思決定機関として、市民の意思が市政に反映されるよう努めな

ければならない。 

２ 議会は、適正に市政が運営されているかを監視し、けん制する機能を果たさな

ければならない。 

３ 議会は、議会に関する情報を公開し、開かれた議会運営に努めなければならな

い。 

 

【解説】 

 市民から選挙により選ばれた代表者によって構成された議会は、その役割を十分に

果たし、信託に応えなければなりません。 

 

１ 第１項関係 議会が市民の代表者として、市民の意思を市政に反映する役割を担

っていることを定めています。 

 

２ 第２項関係 議会は、市政が適正に運営されているかを監視し、けん制する機能

を果たすことによって常に市政を正しい方向へ導く役割を担っていることを規定

しています。 

 

３ 第３項関係 議会は、会議の公開をはじめ意思決定機関として政策決定における

過程を市民に説明することにより開かれた議会運営に努めることを規定していま

す。 

  なお、議会では、議事録の作成や議会だよりの発行を通じて開かれた議会運営を

図っています。 
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（議員の責務） 

第７条 議員は、市民の意思を把握し、公平、公正かつ誠実に職務を遂行しなけれ

ばならない。 

２ 議員は、議会の活動に関する情報を市民に提供するよう努めなければならな

い。  

３ 議員は、政策立案能力を発揮するために常に自己研さんに励むものとする。 

 

【解説】 

議会がその役割を十分に果たすためには、市民により選ばれた議員一人一人にもそ

の責務を果たすことが求められます。 

 

１ 第１項関係 議員は、地域の課題や市民の意思を把握するとともに、市政全体の

視点から公平、公正かつ誠実を基本とした的確な判断によって、職務を遂行するこ

とを定めています。 

  本市においては、鴻巣市議会議員政治倫理条例（平成１８年鴻巣市条例第５２号）

を制定し政治倫理について定めています。 

 

２ 第２項関係 議員は、様々な機会を通じて市民に議会に関する情報の提供を行う

よう努めることを定めています。 

 

３ 第３項関係 議員は、政策形成や立案能力の向上に励むことを定めています。 
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第５章 市長等の責務 

（市長の責務） 

第８条 市長は、公平、公正かつ誠実に市政運営に当たらなければならない。 

２ 市長は、市民の意見を適切に反映させた市政を実現するため必要な施策を講

ずるものとする。 

３ 市長は、効率的な市政運営を図るため、適切な人員の配置に努めるとともに職

員の能力を向上させ、職員を指揮監督するものとする。 

 

【解説】 

 市長の果たすべき責務を掲げています。 

 

１ 第１項関係 市長は、総合的な視点に立って公平、公正かつ誠実に市政運営に当

たることを定めています。 

 

２ 第２項関係 市長は、市民の意見を反映させた市政の実現を図るため、市民に参

加の機会を設けるなど、市民の声を反映させるために必要な施策を講ずることを定

めています。 

 

３ 第３項関係 市長は、組織の長として効率的な市政運営の実現のため、職員の適

材適所の配置を行うとともに人材の育成を図り、職員を適切に指揮監督することを

定めています。 
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（市長を除く執行機関の責務） 

第９条 市長を除く執行機関は、その設置目的に応じた権限と責任において公平、

公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。 

 

【解説】 

市長以外の執行機関である教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、

農業委員会及び固定資産評価審査委員会についても市長と同様にその職責を全うす

ることが必要であることを定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

（職員の責務） 

第１０条 職員は、全体の奉仕者として、公平、公正かつ誠実に職務を遂行しなけ

ればならない。 

２ 職員は、職務の遂行に必要な知識の習得及び技能の向上に努めなければなら

ない。 

３ 職員は、積極的に市民と連携し、まちづくりを推進するものとする。 

 

【解説】 

市政を進める上で、実際に事務を行い、また、市民と直接対応するのは職員です。

ここでは、全体の奉仕者として職員に求められる責務を掲げています。 

 

１ 第１項関係 職員には、憲法の「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一

部の奉仕者ではない」との規定を自覚し、公平、公正かつ誠実に職務を行うことが求

められます。 

 

２ 第２項関係 職員は、職務の遂行に当たり、日頃から知識の習得及び技能の向上

を図り、市民の信頼を得ることが必要です。 

 

３ 第３項関係 職員は、積極的にまちづくりに参加し、市民と連携しながらまちづ

くりを推進することが求められます。 
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第６章 情報公開及び個人情報保護 

（情報の公開、提供及び共有） 

第１１条 市は、市民に対し、適正に市政に関する情報の公開及び提供を行わなけ

ればならない。 

２ 市民及び市は、まちづくりを推進するため、情報を共有するものとする。 

 

【解説】 

 市民の参加及び協働によるまちづくりを推進する上で欠かせない情報の公開、提供

及び共有について定めています。 

 

１ 第１項関係 「適正」とは、鴻巣市情報公開条例に基づき、情報の公開や提供を

行うことをいい、情報の取り扱いと管理が含まれます。よって、鴻巣市情報公開条

例に定める個人情報などの非公開情報に該当するものについては、理由なく公開及

び提供は行いません。 

 

２ 第２項関係 効率的かつ効果的にまちづくりを進める上では、市民及び市がそれ

ぞれ連携することが重要であります。そのためには、市民及び市が保有する情報の

共有が必要です。 
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（個人情報の保護） 

第１２条 市は、保有する個人情報を適正に取り扱い、当該個人情報を保護しなけ

ればならない。 

 

【解説】 

 市が保有する個人情報の保護等について定めています。 

「適正」とは、鴻巣市個人情報保護条例に基づき個人情報を取り扱うことをいい、情

報の公開、提供及び共有を進める上で前提となるものです。 

市は、多くの市民の個人情報を保有しています。この個人情報は市民の基本的人権

を守る上で、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用されないよう適正に保護

されなければなりません。 

なお、「個人情報を適正に取り扱い」には、法令等の定めや公益上必要な場合は情

報の提供を行うことができることも含んでいます。 
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第７章 参加及び協働 

（参加及び協働の推進） 

第１３条 市民及び市は、参加及び協働によるまちづくりを推進するものとする。 

２ 市長その他の執行機関は、参加によるまちづくりを推進するに当たり、市民

が様々な参加の機会を得られるよう、必要な措置を講ずるものとする。 

３ 市長その他の執行機関は、協働によるまちづくりを推進するに当たり、市民

の自主的及び自立的な活動を尊重するものとする。 

 

【解説】 

これからのまちづくりには、参加と協働の推進が基本です。 

 

１ 第１項関係 市民と市は、参加と協働によるまちづくりを推進することを定めて

います。 

 

２ 第２項関係 参加によるまちづくりを推進していくために、市長その他の執行機

関には、市民参加の機会を設けると同時に、市民が参加しやすい環境を整えること

が求められます。 

 

３ 第３項関係 多様な主体がそれぞれの持つ能力を活用しながら協働し、公共的な

課題の解決を図る仕組みの構築に向け、総合的な施策を整備していくことが必要に

なります。ここでは、協働によるまちづくりの推進に当たっては、市民の自主的・

自立的な活動を損なうものではあってはならず、その活動を尊重することを定めて

います。 
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（審議会等の委員の選任） 

第１４条 市長その他の執行機関は、審議会その他の附属機関及びこれに類する

ものの委員を選任するときは、公募による市民を加えるよう努めなければなら

ない。 

 

【解説】 

 市では、法令、条例、要綱等の規程により、審議会、審査会や懇話会(以下「審議会

等」という。)などの附属機関や私的諮問機関を設置しています。 

審議会等の委員に公募による市民を加えることは、市民が市政へ参加するための仕

組みの中で大きな役割を果たすことになります。 

一方、審議会等の中では性質上専門の知識が要求されるものも存在します。したが

って、全ての附属機関等で公募の委員を求めることは困難であることも想定されるた

め、原則として公募による市民を加えることになります。 
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（意見公募手続） 

第１５条 市長その他の執行機関は、市の基本的な計画及び重要な条例の策定等

に当たっては、特別な理由がある場合を除きその内容を公表し、市民に意見を

求めなければならない。 

 

【解説】 

 意見公募手続とは、施策等の策定等の過程において、当該策定等の案の趣旨、目的

や内容等を公表した上で意見を公募し、提出された意見を考慮して意思決定を行い、

さらに提出された意見の概要とその意見を公募した結果を公表する手続きをいいま

す。 

市の基本的な計画及び重要な条例の策定等に当たっては、市民に広く周知し、意見

を求めることが重要です。そのため緊急を要する場合や法令に特別の定めがある等、

特別な理由がある場合を除いては、意見公募を実施することになります。 

 本市においては、特にルール化されたものはなく現在は各所管課の判断に委ねてい

る部分もありますが、「この条例の位置付け」の章で触れているとおり基本的な規範

として尊重することが規定されているためこの条例の施行までには制度化する予定

です。 
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（コミュニティ） 

第１６条 市民は、自治会、町内会その他の地域で活動する公共性の高い団体に加

わるよう努めなければならない。 

２ 市長その他の執行機関は、前項の団体の自主的及び自立的な活動を尊重し、必

要な支援をしなければならない。 

３ 市長その他の執行機関は、第１項の団体以外の団体が行う公共的活動を支援

することができる。 

【解説】 

現在地域のまちづくりでは、コミュニティの活動が重要な役割を担っています。そ

のため、市民及び市長その他の執行機関の担うべき役割を定めています。 

 

１ 第１項関係 まちづくりを推進していく上で市民による地域活動は極めて重要

です。現在その中心を担っているのが自治会や町内会であり、市民にはそれら公共

性の高い団体に加わることが強く求められます。 

 

２ 第２項関係 地域等で活動する団体は、地域の課題などの解決を図るため、その

担い手として重要な役割を果たすことが期待されます。市長その他の執行機関には、

これらの団体の自主的や自立的な活動を尊重しつつ、支援することが強く求められ

ています。 

  本市では、地域の自主的な活動に対する支援を通じて住民福祉の向上を図るため

鴻巣市自治会等運営交付金交付要綱（平成１８年鴻巣市告示第８６号）により自治

会等にその運営に係る資金を援助しています。また、行政事務全般に協力する自治

会等に対してその活動の報償として、鴻巣市自治会の行政推進に対する報償金支給

要綱（平成１８年鴻巣市告示第８７号）に基づき報償金を支給しています。 

 

３ 第３項関係 趣味のサークル等が行う公共的な活動についても、その活動を支援

することができることを定めています。 

  本市では、ＮＰＯ等の団体に対し、社会貢献活動の推進を図るため鴻巣市市民活

動支援基金条例（平成１６年鴻巣市条例第１０号）に基づき公共的な活動を行う団

体の活動に対して助成を行っています。 
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（住民投票） 

第１７条 本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、市長に対し、住民投票

の実施を請求することができる。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、その旨を公表し、意見を付け

て議会に付議しなければならない。 

３ 議員及び市長は、住民投票に関する発議を行うことができる。 

４ 市民及び市は、住民投票の結果を尊重するものとする。 

５ 住民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定める。 

 

【解説】 

住民の総意を把握するための究極の制度であり、市の将来を左右するような重要な

施策の判断を広く市民に問うことを可能とする制度です。 

 

１ 第１項関係 住民投票の発議の要件は、本市の議会の議員及び長の選挙権を有す

る者が市長に対して請求できます。 

２ 第２項関係 前項の請求があった場合、市長は公表するとともに、意見を付けて

議会に付議しなければなりません。 

３ 第３項関係 議員と市長も、住民投票を自ら発議できます。 

４ 第４項関係 住民投票を実施した場合の結果については、市民も市もその結果を

尊重するものとします。 

５ 第５項関係 住民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定めます。 
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第８章 市政運営 

（基本構想） 

第１８条 市は、総合的かつ計画的なまちづくりを推進するための基本構想を策

定しなければならない。 

 

【解説】 

 市の最上位の計画を策定しなければならないことを定めています。 

平成２３年に地方自治法の改正が行われました。改正前の地方自治法では市町村は

基本構想を定めることとされていましたが、この改正により、地方公共団体の基本構

想の策定義務はなくなりました。 

しかしながら、財政の健全性を確保し、確実に施策を実施するためには、長期的な

計画を定め総合的なまちづくりを推進することが必要であるためこの規定を設けま

す。 
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（行政手続） 

第１９条 市長その他の執行機関は、市民の権利利益の保護に資するため、市政

運営における処分その他の行政手続について、公正の確保と透明性の向上を図

るものとする。 

 

【解説】 

市は、様々な権限を持ち市政運営を行っています。これらの権限の行使が適切に行

われ、市民の権利利益の保護を図るためには、市が行う行政手続について、審査や処

分の基準、行政指導の指針などを定め、公正と透明性を確保することが必要です。 

 本市においては、鴻巣市行政手続条例（平成１０年鴻巣市条例第７号）を定め市民

の権利利益の保護を図っています。 
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（説明責任） 

第２０条 市長その他の執行機関は、施策の計画、実施及び評価のそれぞれの過

程において、その経過、内容、効果等について市民に適切な方法により説明し

なければならない。 

 

【解説】 

説明責任は、参加と協働によるまちづくりの実現には欠かせないものであり、市政

の透明化を図る上で重要です。そのため、施策の計画、実施及び評価のそれぞれの過

程において市民に内容を分かりやすく説明することが求められます。 

 「適切な方法」とは、様々な手法により説明することが考えられますが、例えば高

齢者向けの計画等は市のホームページだけではなく紙媒体も同時に活用するなど施

策ごとにもっとも適した周知方法を選択し説明責任を果たすことをいいます。 
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（意見、要望等への対応） 

第２１条 市長その他の執行機関は、市民の意見、要望等に対して迅速かつ誠実に

対応するとともに、適切に処理しなければならない。 

 

【解説】 

市民の意見や要望等に対し迅速かつ誠実に対応することは、市民との信頼関係を強

化する上で重要であります。また、それらを適切に処理することも必要です。 

 「意見、要望等」は、法令上認められているものを除いては市長への手紙やメール

などをはじめ様々な形で行われる全ての案件が対象となります。 

 「適切に処理」とは全ての案件に対して誠実かつ迅速に対応することが基本ですが

匿名での意見や要望等のほか民事での解決が望まれる案件など、問題解決等に至らな

いまでも趣旨を理解して市政に反映させたり、丁寧な対応等を行うことを意味してい

ます。 
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（財政運営） 

第２２条 市長は、健全な財政運営に努め、財政に関する事項を市民に分かりや

すく公表しなければならない。 

 

【解説】 

地方自治法では、市長は「財政に関する事項を住民に公表しなければならない」と

規定しています。 

市民にとって市の財政は、難しい用語や指標があり、分かりづらいものであります。

市民に理解していただくためには、分かりやすく公表することも必要となります。 

本市では、地方自治法の規定を受けて鴻巣市財政事情の作成及び公表に関する条例

（昭和２９年鴻巣市条例第３５号）を制定して毎年７月１５日と１２月１５日に特別

の理由を除いては公表することとしています。 
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（施策に関する評価） 

第２３条 市長その他の執行機関は、施策の必要性、効率性等を数値等で客観的に

把握して評価しなければならない。この場合において、評価の実施に当たって

は、市民に意見を求めるものとする。 

２ 市長その他の執行機関は、評価の結果を市民に公表するとともに、その結果

を市政に反映させるものとする。 

 

【解説】 

 施策についての評価の実施について定めています。 

 

１ 第１項関係 行政評価は、行政のさまざまな施策の目的を明確にし、その成果を

具体的に数値化等することによって、それらの必要性、効率性等を評価し、その結

果を生かすことにより、施策の質的向上を図るための仕組みであり、評価の実施に

当たっては市民に意見を求めることが重要になります。 

 

２ 第２項関係 評価の結果を広く市民に公表することはもちろんのこと、評価の結

果を市政に反映させることとしています。 
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第９章 危機管理 

（危機管理） 

第２４条 市は、地震、水害、火災その他の不測の事態（以下「災害等」という。）

の発生に備え、市民の生命、身体及び財産を守るための計画及び市民との情報共

有の仕組みを整備するものとする。 

２ 市民は、災害等の発生時に互いに助け合えるよう、日常的な交流に努めるも

のとする。 

３ 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るよう努めなければならな

い。 

 

【解説】 

平成２３年３月に発生した東日本大震災により、災害等に備える必要を改めて強く

感じました。そのため市は、災害等の発生時に対応するための計画や情報共有の仕組

みを整えることが重要であります。 

また、市民自らも日常的な交流を通じ、安全の確保や隣人の安否確認など有事に対

応できるよう努める必要があります。 

 

１ 第１項関係 市は、不測の事態の発生に備え、計画や市民との情報共有の仕組み

の整備が求められます。「災害等」には、自然災害をはじめとしてテロなども含ま

れます。 

 

２ 第２項関係 災害等の発生時には道路等のライフラインも混乱し、行政だけでは

対応できないことも想定されることから地域での助けあいが不可欠であります。日

常的な交流を通じて地域で暮らす人々とのコミュニケーションに努めることを求

めています。 

 

３ 第３項関係 災害等の発生時には一時的にでも自らの安全は自らで守らなくて

はなりません。そのため地域の人々や行政の救援を待たずに自らの安全の確保に努

めることを求めています。 
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第１０章 国及び他の地方公共団体との連携及び協力 

（国及び他の地方公共団体との連携及び協力） 

第２５条 市は、共通する課題を解決するため、国及び他の地方公共団体と対等

な立場で連携し、及び協力するよう努めなければならない。 

２ 市は、国及び県に対し施策の改善等に関する意見又は提案を行うものとす

る。 

 

【解説】 

 広域的な行政課題などの解決に向け、それぞれの自治体の特性に応じた役割により、

連携及び協力することや国や県に対し意見又は提案を積極的に行うことを定めてい

ます。 

 

１ 第１項関係 住民のニーズの多様化、課題の広域化、財政難など多くの課題を抱

えながらも、効果的・効率的な市政運営を行うためには国や他の地方公共団体との

連携や協力も必要になります。 

また、地方分権の進展により、国と地方公共団体の関係は、上下の関係から対等・

協力の関係へと転換しています。こうしたことからも、市は、国や他の地方公共団

体と対等な立場で連携し、及び協力してまちづくりを進めることが必要であります。 

  本市では、一部の事務において、公平委員会の共同設置をはじめ清掃関係の一部

事務組合、消防の広域連合を設置して他の地方公共団体と協力して事務の共同処理

を行っています。 

 

２ 第２項関係 国や県の権限であっても、市民の権利利益に関わるものについては

市の意思として国政等に反映させるために意見や提案をすることを定めています。 
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第１１章 この条例の見直し 

（この条例の見直し） 

第２６条 市長は、社会情勢の変化に対応するため、この条例の規定について検

証し、必要に応じてこの条例を見直さなければならない。 

 

【解説】 

この条例は、本市の自治の基本的な規範であり制定して終わりではありません。社

会情勢の変化に対応した改正等の検討も必要になります。 

 そのためには、この条例の規定について検証しなくてはならないこととし、検証の

結果必要に応じて見直さなければならないこととしています。 
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（自治基本条例審議会の設置） 

第２７条 市長は、前条の規定による検証の結果、必要があると認めるときは、

別に条例で定めるところにより鴻巣市自治基本条例審議会を設置する。 

 

【解説】 

この条例は、市民で構成された附属機関の委員を中心とし審議・検討して策定した

条例であるため、見直すときも同じプロセスを経て改正の必要性について審議・検討

する必要があります。よって、市長は、前条の検証の結果、必要があると認め、この

条例の見直しを行う場合には、審議会を設け、検討を経た上で条例の改正を行うこと

になります。 

しかし、法令等の改正に伴うものや軽微な改正については、審議会を設置せずに改

正することができます。 
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第１２章 この条例の位置付け 

（この条例の位置付け） 

第２８条 この条例は、本市の自治に関する基本的な規範であり、市民及び市は、

この条例を尊重するものとする。 

２ 市は、他の条例、規則等の制定及び改廃並びに施策の実施に当たっては、こ

の条例との整合を図らなければならない。 

 

【解説】 

自治基本条例が本市のまちづくりの基本となることを規定しています。 

 

１ 第１項関係 この条例は、本市の自治に関する基本的な考えを示しており、まち

づくりの基本となりますので、市民及び市は、この条例の趣旨を尊重しなくてはな

りません。 

 

２ 第２項関係 市は、他の条例や規則等の制定及び改廃、さらに施策の実施に当た

っては、この条例との整合を図らなければなりません。 
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第１３章 事業者等への準用 

（事業者等への準用） 

第２９条 第２条第５号、第３条、第６条から第８条まで、第１０条、第１１

条、第１３条、第１９条から第２４条まで及び前条の規定については、事業者

等について準用する。この場合において、「市民」とあるのは「事業者等」と

読み替えるものとする。 

２ 事業者等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を深く自覚し、地

域社会との連携及び協力を図り、まちづくりに貢献するよう努めなければなら

ない。 

 

【解説】 

事業者等（市内で事業その他の活動を行う個人や法人その他の団体、市内に通勤又

は通学する人）は、地域社会を構成する一員として重要な存在であり、まちづくりに

は欠かせません。 

そのため、事業者等には、社会的責任を自覚し、地域社会との連携や協力を求める

一方、情報の共有や参加及び協働の規定などについては、市民に準じて適用すること

としました。 


